
地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考

和歌山県
移住推進空き家活
用事業

和歌山県
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
空き家住宅の所有者
又は借り主

居住するための空き家住
宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

改修経費の2/3以内

和歌山県
住宅用太陽光発
電設備導入促進
事業補助金

和歌山県
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 個人
自己の居住の用に供する
一戸建て専用･併用住宅
※別荘等除く

④要件なし -
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定

1kWあたり
①既存住宅3万円
　(上限15万円)
②新築住宅その他2万円
　(上限10万円)

母子家庭・寡婦で経 社会福祉協議会の生活

都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
母子寡婦福祉資
金貸付金

和歌山県 ⑥その他 母子家庭・寡婦の支援
②融資（無利
子）

⑤要件なし ③その他の要件
母子家庭・寡婦で経
済状態が良好でない
者等。

特になし ③その他
社会福祉協議会の生活
福祉資金との併用は原
則禁止等。

⑥その他
借主の返済能力に応じて融
資。

6年以内(特別分7年以内)
無利子（連帯保証人を立てる場合）

和歌山県
紀州材で建てる地
域住宅支援事業

和歌山県
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
和歌山県内に新築ま
たは増改築を行う者

④要件なし -
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定

乾燥紀州材の利用量
①5m3以上10m3未満→6万円
②10m3以上15m3未満→13万円
③15m3以上→20万円

和歌山県
和歌山市木造住
宅耐震診断事業

和歌山市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

③その他の要件
実施住宅に自ら居住
する者又は居住予定
の者

S56.5.31以前に建築され
た和歌山市内の木造住宅
で、地上2階建て以下、延
べ面積200㎡以下の住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

100%

和歌山県
和歌山市木造住
宅耐震補強設計
事業

和歌山市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
実施住宅に自ら居住
する者又は居住予定
の者

和歌山市木造住宅耐震診
断の結果、評点1.0未満の
木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震補強設計費の2/3



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
和歌山市木造住
宅耐震改修事業

和歌山市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
実施住宅に自ら居住
する者又は居住予定
の者

和歌山市木造住宅耐震診
断の結果、評点1.0未満の
木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事費の2/3（上限60万
円）
+耐震改修工事費の23％の1/2（上
限60万円）

和歌山県

日常生活用具給
付事業
（居宅生活動作補
助用具（住宅改
修））

和歌山市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山市と契約を結
んでいる業者

③その他の要件

下肢・体幹機能障害
３級以上のもの。（た
だし、特殊便器への
取替えをする場合は
上肢障害２級以上の
もの）

和歌山市内の住宅 ③その他
介護保険住宅改修制度
との併用不可

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯､市民税非課税世
帯:10分の10
市民税課税世帯:10分の9

和歌山県
和歌山市重度身
体障害者住宅改
造助成事業

和歌山市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

６５歳未満の身体障
害者手帳２級以上に
該当する市民税非課
税世帯に属するも
の。

和歌山市内の住宅 ③その他
和歌山市高齢者住宅改
造助成事業との併用不
可

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯:10分の10
 市民税非課税世帯3分の2

和歌山県
和歌山市高齢者
住宅改造助成事
業

和歌山市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

以下の１～４の項目
を全て満たす者
１　市内に居住する６
５歳以上の高齢者
２　要介護認定にお
いて要支援・要介護
の者
３　直近年度の市町
村民税が非課税の世
帯、又は生活保護世
帯
４　今までに高齢者住
宅改造助成事業およ
び身体障害者住宅改
造助成事業の助成を
受けていない者

和歌山市内の住宅
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

介護保険住宅改修制度
の併用利用を要件とし
ている。（ただし、階段昇
降機、浴槽交換工事は
除く）

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯:10分の10
市民税非課税世帯3分の2

和歌山県
海南市障害者住
宅改修費給付事
業

海南市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
給付対象者は、障害
種別及び等級の要件
あり

特になし ④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

利用者負担額を減じた額



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
海南市高齢者住
宅改造補助事業

海南市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
65歳以上高齢者で要
介護認定が要支援以
上の低所得者

在宅生活を送るための住
居

②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

先に介護保険の居宅介
護住宅改修費又は居宅
支援住宅改修費の支給
を受ける

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

介護保険の居宅介護住宅改修費又
は居宅支援住宅改修費の支給対象
となる住宅改修に限る。
40万円又は補助対象経費から介護
保険の居宅介護住宅改修費又は居
宅支援住宅改修費として給付を受け
る額を控除した額(上限20万円)の4
分の3(生活保護世帯は10分の10)

和歌山県
海南市木造住宅
耐震改修補助事
業

海南市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

（補強設計補助）
耐震改修設計費の2/3

（耐震改修補助）
耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
海南市木造住宅
耐震診断事業

海南市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会と
契約。診断士を派遣

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

100%

和歌山県
海南市浄化槽設
置整備事業

海南市 ⑥その他
生活排水による公共用
水域の水質汚濁の防止

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
浄化槽工事業者また
は特例浄化槽工事業
者

④要件なし

自らの住居に浄化槽
を設置しようとする者
市町村民税に未納が
ない事

①ほかの補助
事業との併用は
不可

④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定

5人槽：332,000円
7人槽：414,000円
10～15人槽：548,000円

和歌山県
橋本市木造住宅
耐震改修工事費
補助金

橋本市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
橋本市木造住宅無料
耐震診断を受けた者

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
橋本市木造住宅
耐震補強設計費
補助金

橋本市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
橋本市木造住宅無料
耐震診断を受けた者

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修設計費の2/3



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
橋本市木造住宅
無料耐震診断事
業

橋本市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

④要件なし
S56.5.31日以前に建築さ
れた木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

無料(4.4万円～)
(面積により価格は変わるが全額補
助)

和歌山県
有田市木造住宅
耐震改修事業

有田市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

（補強設計補助）
耐震改修設計費の2/3

（耐震改修補助）
耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

下肢、体幹機能障害
乳幼児期 前 非

和歌山県

日常生活用具（地
域生活支援事業
の日常生活用具
給付事業）

有田市
②バリアフリー
改修

現物給付 ⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

又乳幼児期以前の非
進行性の脳病変によ
る運動機能障害（移
動機能障害に限る）
を有し、障害等級3級
以上の身体障害者手
帳を持つ者

特になし ④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯･非課税世帯は10/10
課税世帯は9/10
(市町村民税（所得割）の額が46万円
以上の世帯は対象外)

和歌山県
高齢者住宅改造
助成事業

有田市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

65歳以上の高齢者で
生活保護世帯又は市
民税非課税世帯
介護保険で要介護又
は要支援の認定のあ
る者
今までに高齢者住宅
改造助成事業の助成
を受けていない者

特になし
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

介護保険制度による住
宅改修支援事業の利用
限度額を超えた分に対
する補助

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

対象経費（上限20万円）の3/4
(生活保護世帯は10/10)

和歌山県
木造住宅耐震診
断事業

御坊市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

③その他の要件 住宅所有者
昭和５６年５月３１日以前
のに建築された木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

100%

和歌山県
木造住宅耐震補
強設計事業

御坊市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

③その他の要件 住宅所有者
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修設計費の2/3



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
木造住宅耐震改
修事業

御坊市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 住宅所有者
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事に関する工
事費用のみについて補助

耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
木造住宅耐震診
断事業

田辺市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 ③その他の要件 住宅所有者
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

100%

和歌山県
木造住宅耐震補
強設計補助金交
付事業

田辺市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

納税を行っているか
確認
持ち家で居住してい
る事

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

田辺市木造住宅耐震診
断事業

④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定

耐震改修設計費の2/3

和歌山県
田辺市木造住宅
耐震改修補助金
交付事業

田辺市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

納税を行っているか
確認
持ち家で居住してい
る事

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

田辺市木造住宅耐震診
断事業

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
田辺市浄化槽設
置整備事業

田辺市 ⑥その他
公共用水域の水質汚濁
の防止

①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
浄化槽工事業者また
は特例浄化槽工事業
者

④要件なし

自らの住居に浄化槽
を設置しようとする者
市町村民税に未納が
ない事

①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定

設置基準額の4割相当

国1/3･県1/3･市1/3

和歌山県
田辺市高齢者住
宅改修補助事業

田辺市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
介護保険法の住宅改
修を受ける所得税非
課税世帯の高齢者

③その他
介護保険の利用を要件
とする

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯10/10
所得税非課税世帯3/4



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県

田辺市障害者等
日常生活用具給
付事業　　　　（住
宅改修費）

田辺市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

〔ア〕生保世帯または
所得税非課税世帯に
属する者で身体障害
者手帳１級または２
級
〔イ〕下肢・体幹又は
乳児期以前の非進行
性の脳病変による運
動機能障害を有する
障害者であって身体
障害者手帳３級以上
の者

①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
②工事費用に応じて
決定

〔ア〕生活保護世帯･非課税世帯は
10/10
課税世帯は9/10
〔イ〕生活保護世帯10/10
所得税非課税世帯3/4

和歌山県
介護保険
居宅介護住宅改 田辺市

②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 要介護等認定者 ④要件なし -
②工事費用に応じて
決定

改修費の9割を給付
国20%+調整交付金
県12.5%
市12.5%
支払基金交付金(第2号被保険者保
険料分) 30%

和歌 県 居 介護住 改
修費

市
改修 派遣を含む）

⑤要件 ③そ 他 要件 要介護等認定者 ④要件
決定 険料分) 30%

第1号被保険者保険料 (25%-調整交
付金)

和歌山県
田辺市生ごみ処
理機器購入費補
助金

田辺市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

③その他の要件
消費税及び配達料を
除く本体価格の1/2以
内で上限20,000円

特になし ④要件なし - ⑥その他

田辺市内に住所を有する世
帯の世帯主が、市内の販売
店で物を購入し、市内に設
置する場合。

消費税及び配達料を除く本体価格の
1/2以内で上限20,000円。対象機器
は電気式，コンポスト容器，密閉式
バケツ容器。

和歌山県
木造住宅耐震改
修事業

新宮市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

診断 4.4万円(10/10)
補強設計 13.2万円(2/3)
耐震改修 60万円(2/3)
加算補助 工事費の11.5%



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
日常生活用具等
事業

新宮市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

・身体障害者手帳1,2
級の方がいる所得税
非課税世帯（基準額
60万円）
・下肢、体幹等障害3
級以上の方（基準額
20万円）

特になし
①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯､市民税非課税世
帯:10分の10 市民税課税世帯:10分
の9

和歌山県
新宮市高齢者居
宅改修補助事業

新宮市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

ただし、介護保険の
介護認定において要
支援以上の者

特になし ③その他

高齢者手摺設置補助事
業を利用する場合はそ
の事業の対象経費を除
く。

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

対象経費(上限60万円)の4分の3

和歌山県
乾燥熊野材需要
拡大事業

新宮市
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
住宅完成後は新宮市
内に居住する者であ
ること

市内に建築された木造住
宅
増改築の場合は10m2以
上

④要件なし -
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定

1m3につき4万円
限度額50万円

和歌山県
新宮市生ごみ処
理容器購入費補
助金

新宮市
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

③その他の要件

(１)　本市の住民基本
台帳に記載されてい
るか、又は外国人登
録をしている者
(２)　周辺住民に迷惑
が掛からないよう維
持管理の徹底を行
い、たい肥の活用を
図ることができる者
(３)　市町村税等を完
納している者

特になし ④要件なし - ⑥その他
購入する生ごみ処理機に
よって補助額が決まる。

電気式処理機：本体価格（消費税額
除く）2分の1　　　　　　　　コンポスト：
定額　　　　　　　　　ＥＭ容器：販売価
格の2分の1

和歌山県
紀の川市日常生
活用具給付事業

紀の川市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢・体幹機能障害3
級以上

特になし
①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

全額(上限20万円)



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
紀の川市高齢者
居宅改修補助事
業

紀の川市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

市内に住居を有する
こと。満65歳以上。所
得税非課税世帯であ
ること。介護保険で要
介護又は要支援の認
定のあるもの。

特になし
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

介護保険の住宅改修の
適用を受けていること。

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

介護保険の住宅改修適用分を除い
た額に対しての補助。
3/4
生活保護世帯は4/4

和歌山県
木造住宅耐震改
修補助事業

紀の川市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 市税完納者
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
②工事費用に応じて
決定

耐震改修工事費の2/3以内(上限60
万円)
+耐震改修工事費の11.5%(地方負担
分が上限)

和歌山県
木造住宅耐震補
強設計補助事業

紀の川市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 市税完納者
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
②工事費用に応じて
決定

設計費の2/3以内
(上限13.2万円)

和歌山県
木造住宅耐震診
断事業

紀の川市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
委託

③その他の要件 市税完納者
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
岩出市木造住宅
耐震化促進事業
（耐震改修）

岩出市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし

補強設計補助：S56.5.31以
前に着工された診断の結
果評点1.0未満の木造住
宅

一般型補強：耐震診断の
結果評定が1.0未満の住
宅で、耐震補強後の評点
が1.0以上となる工事

避難重視型補強：耐震診
断の結果評点が0.7未満
の住宅のうち、S45.12.31
以前に着工された住宅
で、耐震補強後の評点が
0.7以上1.0未満となる工事

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

（補強設計補助）
耐震改修設計費の2/3

（耐震改修補助）
耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
岩出市木造住宅
耐震化促進事業
（耐震診断）

岩出市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 建築士会に委託 ④要件なし

S56.5.31以前に着工され
た地上階数2以下、かつ延
べ床面積200㎡以下の木
造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)

和歌山県
岩出市木造住宅
耐震化促進事業
（設計審査）

岩出市 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 建築士会に委託 ④要件なし
S56.5.31以前に着工され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(3万円)

和歌山県
岩出市日常生活
用具給付等事業

岩出市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢、体幹機能障害
3級以上

新築、増築、改築を除く
①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

市町村民税課税世帯:10分の9
市町村民税非課税世帯:10分の10

和歌山県
岩出市重度身体
障害者住宅改造
助成事業

岩出市
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

身体障害者手帳1、2
級
前年分の市町村民税
非課税世帯

新築、増築、改築を除く
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

介護保険法における住
宅改修及び障害者自立
支援方における住宅改
修と併用する。

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

10分の10



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
木造住宅耐震診
断補助

紀美野町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山建築士会へ委
託

③その他の要件

昭和56年5月31日以
前に着工された専用
住宅、併用住宅、長
屋、共同住宅　ほか
条件あり

①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

１戸あたりの診断費用は4,4万円の
定額
国2,2万円､県1,1万円､町1,1万円

和歌山県
木造住宅耐震設
計補助

紀美野町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

 町が実施した耐震診
断又は町長がこれと
同等と認めた耐震診
断の結果、総合評点
が0.7未満と判定され
た住宅

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

設計費用に応じて決定
国1/3上限6.6万円､
県1/6上限3.3万円､
町1/6上限3.3万円

和歌山県
木造住宅耐震改
修補助

紀美野町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

 町が実施した耐震診
断又は町長がこれと
同等と認めた耐震診
断の結果、総合評点
が0.7未満と判定され
た住宅

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

国11.5%上限600千円､
県1/3上限30万円､
町1/3上限30万円

和歌山県
若者定住促進補
助

紀美野町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

5年以上定住するもの
で40歳未満であるこ
と。また、町税等完納
していること。

玄関、居室、便所、風呂及
び台所を備えた居住用の
部分の床面積が50㎡以上

①ほかの補助
事業との併用は
不可

③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

ただし工事費用は350万円
以上のもの

増改築工事費用が350万円以上であ
るもに定額40万円の補助

和歌山県
木造住宅耐震化
促進事業

かつらぎ町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
耐震診断に関しては
和歌山県建築士会に
委託

③その他の要件

町が実施した耐震診
断を受けた結果、総
合評点が1.0未満と判
定された住宅

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震診断：無料(4.4万円)耐震補強設
計：
2/3以内(上限13.2万円)   耐震改修
工事：
基本額(上限60万円)
+補助対象の11.5%(上限60万円)



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
九度山町木造住
宅耐震改修事業

九度山町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

耐震診断に関しては
建築士会に委託

以外は要件なし

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
②工事費用に応じて
決定

耐震診断：無料(4.4万円)
耐震補強設計:
2/3以内(上限13.2万円)
補強設計審査:定額(3万円)
耐震改修工事:
基本額(上限60万円)
+補助対象の11.5%(上限60万円)

和歌山県
高野町木造住宅
耐震診断等事業

高野町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 和歌山県建築士会 ③その他の要件
昭和56年以前に建築
された木造住宅の所
有者

昭和56年以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)

和歌山県
高野町木造住宅
耐震改修事業

高野町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

昭和56年以前に建築
された木造住宅か
つ、耐震診断により
耐震基準を満たして
いない建物の所有者

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

基本的に「高野町木造
住宅耐震診断等事業」
で耐震性能が確保でき
ていない住宅を対象とし
ている。

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

補助対象工事の1/2(上限60万円)

和歌山県
湯浅町木造住宅
耐震改修事業

湯浅町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

（補強設計補助）
耐震改修設計費の2/3

（耐震改修補助）
耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
湯浅町木造住宅
耐震診断事業

湯浅町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 和歌山県建築士会 ④要件なし
昭和56年以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
広川町木造住宅
耐震診断事業

広川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

④要件なし 特になし
昭和56年以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)

和歌山県
広川町木造住宅
耐震改修事業

広川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
広川町に住所を有し
ている者

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

社会資本整備総合交付
金事業

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

工事費×2/3+11.5%

和歌山県
広川町木造住宅
耐震設計事業

広川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
広川町に住所を有し
ている者

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

社会資本整備総合交付
金事業

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

設計費×2/3
(上限13.2万円)

和歌山県

広川町地域生活
支援事業（日常生
活用具の給付事
業）

広川町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

下肢・体幹機能障害
３級以上のもの。（た
だし、特殊便器への
取替えをする場合は
上肢障害２級以上の
もの）

広川町内の住宅 ③その他
介護保険による住宅改
修を適用出来るものは
不可

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

設置等経費の9/10(町民税の課税状
況に応じ自己負担額に上限を設置し
ている

和歌山県
広川町住宅用太
陽光発電システム
設置費補助金

広川町
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
広川町に住所を有し
ている者・個人専用
住宅

特になし ④要件なし -
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定

補助対象設備の設置にか
かる費用

太陽光発電ﾓｼﾞｭｰﾙ出力1kw当たり7
万円(上限28万円)



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
有田川町住宅用
太陽光発電設備
導入補助事業

有田川町
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

(1)　町内に住所を有
し、自ら居住する住宅
に設備を設置しようと
する個人
(2)　町内に自ら居住
するため、設備を設
置した住宅を購入し
ようとする個人。ただ
し、交付請求時まで
に住所を有し、自ら居
住している者とする。

特になし ④要件なし -
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定

補助額は最大出力に、出力
１ｋｗ当たり2.5万円を乗じて
得た額とする。ただし、12.5
万円を限度額とする。

補助額は最大出力に､出力1kw当た
り2.5万円を乗じて得た額とする｡ただ
し､12.5万円を限度額とする｡

有田川町木造住 ①補助（診断士 S56 5 31以前に建築され ③（工事費用にかか
和歌山県

有田川町木造住
宅耐震診断事業

有田川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 和歌山県建築士会 ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)

和歌山県
有田川町木造住
宅耐震補強設計
事業

有田川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

設計費×2/3
(上限13.2万円)

和歌山県
有田川町木造住
宅耐震改修事業

有田川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

工事費×2/3+11.5%

和歌山県
美浜町木造住宅
耐震診断事業

美浜町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)診断を行ったすべての
住宅に補助
国(1/2)
県(1/4)
市町村(1/4)

和歌山県
美浜町木造住宅
耐震改修事業

美浜町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
②工事費用に応じて
決定

耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
美浜町木造住宅
耐震補強設計事
業

美浜町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者

③その他の要件
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

補助設計にかかる費用の2/3

和歌山県
日高町木造住宅
耐震診断事業

日高町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
委託

③その他の要件
S56.5.31以前に建築
された日高町内の木
造住宅の所有者

S56.5.31以前に建築され
た日高町内の木造住宅

④要件なし
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)

日高町木造住宅 ①補助（診断士

S56.5.31以前に建築
され、耐震診断の結

S56.5.31以前に建築され、
耐震診断の結果評点1 0 ①特定の工事の工事 耐震改修工事にかかる費

（補強設計補助）
耐震改修設計費の2/3

和歌山県
日高町木造住宅
耐震改修事業

日高町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
、耐震診断 結

果評点1.0未満である
日高町内の木造住宅
の所有者

耐震診断の結果評点1.0
未満である日高町内の木
造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事にかかる費
用 （耐震改修補助）

耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
日高町障害者等
日常生活等給付
事業

日高町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
所得税が非課税世帯
である2級以上の身
体障害児者

特になし
①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

1/10
(低所得・障害年金など条件により全
額補助)

和歌山県
住宅・建築物安全
ストック形成事業

由良町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

2/3 (限度額あり)

和歌山県
印南町木造住宅
耐震改修事業補
助金交付要綱

印南町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
診断は建築士会に委
託

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

改修工事費の2/3+改修工事費の
11.5％



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
みなべ町木造住
宅耐震改修補助
事業

みなべ町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事費の2/3
(上限60万円)+耐震改修工事費の
11.5％(上限60万円)

設計費の2/3(上限13.2万円)
(平成22年度途中より開始)

和歌山県
みなべ町木造住
宅耐震診断事業

みなべ町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)

和歌山県
日常生活用具の
給付事業

みなべ町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

下肢、体幹機能障が
い又乳幼児期以前の
非進行性の脳病変に
よる運動機能障がい
（移動機能障がいに
限る）を有し、障がい
等級3級以上の身体
障がい者手帳を持つ
者

みなべ町内の住宅 ④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯・非課税世帯10/10、
課税世帯9/10

和歌山県
高齢者住宅改造
助成事業

みなべ町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

65歳以上の高齢者で
生活保護世帯又は所
得税非課税世帯

みなべ町内の住宅
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

介護保険制度による住
宅改修支援事業の利用
限度額を超えた分に対
する補助

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

生活保護世帯は10/10
所得税非課税世帯は3/4

和歌山県
日高川町紀州材
需要創出事業（家
づくり支援）

日高川町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
日高川町内に新築ま
たは増改築を行う者

増改築の場合は10m2以
上

④要件なし -
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定

県産材1m3につき2万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
日高川町木造住
宅耐震診断事業

日高川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)

和歌山県
日高川町木造住
宅耐震改修事業

日高川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修に要する費用の2/3

和歌山県
白浜町木造住宅
耐震改修補助事
業

白浜町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

診断：和歌山県木造
住宅耐震診断士登録
業者
設計：リフォネット登
録業者

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

補助対象設備の設置にか
かる費用

診断:1/2
改修:2/3

和歌山県

上富田町地域生
活支援事業(日常
生活用具給付等
事業）

上富田町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件

①身体障害者手帳
１、２級の方がいる所
得税非課税世帯
②下肢・体幹機能障
害または乳幼児期以
前の非進行性の脳病
変による運動機能障
害を有する障害者で
あって身体障害者手
帳３級以上の者

町内で建築された住宅
①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

①生活保護世帯10/10、非課税世帯
3/4　　　　　　　　　　　　②9/10(負担
上限有）

和歌山県
那智勝浦町紀州
材需要創出事業

那智勝浦町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
町内に新築または増
改築を行う者

増改築の場合は10m3以
上

④要件なし
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定

県産材1m3につき2万円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
上富田町耐震改
修促進事業

上富田町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

①ほかの補助
事業との併用は
不可

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震診断を受け総合評点
が1.0未満の建物を1.0以上
にする耐震改修工事

60万円+(工事費*0.115)

和歌山県
すさみ町木造住宅
耐震改修事業

すさみ町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

改修工事費の2/3+改修工事費の
11.5％

和歌山県
すさみ町木造住宅
耐震診断事業

すさみ町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 建築士会に委託 ③その他の要件
すさみ町内に住宅を
所有するもの

S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

無料(4.4万円)
耐震診断事業 派遣を含む） 所有するもの た木造住宅 わらず）定額を補助

和歌山県
すさみ町木造住宅
耐震補強設計事
業

すさみ町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

設計費の2/3以内

和歌山県
那智勝浦町木造
住宅耐震改修事
業

那智勝浦町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

②都道府県（市区町
村）内の事業者

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震診断：4.4万円（10/10）
耐震補強設計:
2/3以内(上限13.2万円)
耐震改修工事:
基本額(上限60万円)
+補助対象の11.5%(国庫補助)

和歌山県
那智勝浦町生ご
み処理器購入費
補助事業

那智勝浦町
③エコリフォー
ム促進

①補助（診断士
派遣を含む）

リフォームではないの
で該当なし

リフォームではないの
で該当なし

④要件なし - ⑥その他 設置する設備の価格による 購入費の1/2



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
那智勝浦町日常
生活用具給付事
業

那智勝浦町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者・身体障
害者のみ

身体障害者手帳の交
付をうけた、下肢、体
幹、又は視覚障害者
で、障害程度が１級
又は２級の身体障害
者がいる世帯

③その他
介護保険を利用できる
場合は介護保険が優先
される。

⑥その他
生活保護世帯､町民税非課税世
帯:10分の10 町民税課税世帯:10分
の9 （限度額あり）

和歌山県
那智勝浦町高齢
者居宅改修補助 那智勝浦町

②バリアフリー ①補助（診断士
⑤要件なし

①高齢者・身体障

（１）町内に住居を有
する所得税非課税世
帯の満６５歳以上の
者（２）介護保険法第
１９条第１項に規定す
る要介護認定で要介
護又は介護保険法第
１９条第２項に規定す
る要支援認定で要支
援と判定された者

③その他

介護保険法第４５条の
規定により支給される居
宅介護住宅改修及び介
護保険法第５７条の規
定により支給される居宅
支援住宅改修が利用出
来る場合は、そちらを優
先する （当事業が該当

①特定の工事の工事

４０万円又は（７－１）で述べ
た補助対象経費にかかる実
支出額のいずれか低いほう
の額から、介護保険法にお

(1)生活保護法による被保護世帯で
ある場合は10分の10｡(2)(1)以外の

和歌山県 者居宅改修補助
事業

那智勝浦町
②バリアフリ
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし
①高齢者 身体障
害者のみ

援と判定された者
（３）身体の障害等に
より日常生活を営む
のに支障があり、住
宅の改修が必要であ
ると町長が認めた者
（４）那智勝浦町日常
生活用具給付等事業
における住宅改修費
給付事業の助成をう
けていない者。

③その他 先する。（当事業が該当
になる場合は上記介護
保険での住宅改修も該
当になる為、基本的に
は、介護保険での住宅
改修を利用し、その上限
を超えた部分が当事業
の対象となる）

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

の額から、介護保険法にお
ける居宅介護住宅改修費
又は居宅支援住宅改修費
の９０分の１００に相当する
額（２０万円）を控除した額。

ある場合は10分の10｡(2)(1)以外の
所得税非課税世帯である場合は4分
の3｡

和歌山県
太地町木造住宅
耐震診断事業

太地町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件
和歌山県建築士会に
登録している耐震診
断士

③その他の要件
和歌山に住んでいる
か、すむ予定の人

S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

100%

和歌山県
太地町木造住宅
耐震改修事業

太地町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
和歌山に住んでいる
か、すむ予定の人

S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点0.7未満
の木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％

和歌山県
古座川産材需要
創出事業

古座川町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
町内に新築または増
改築を行う者

増改築の場合は10m2以
上

④要件なし
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定

県産材1m3につき15,000円



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
木造住宅耐震改
修事業

古座川町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

②ほかの補助
事業の利用を要
件としている

-
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事
改修工事費の2/3+改修工事費の
11.5％

和歌山県
木造住宅耐震改
修事業

北山村 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

改修工事費の2/3+改修工事費の
11.5％

和歌山県
高齢者住宅改修

北山村
②バリアフリー ①補助（診断士

①中小事業者
①高齢者・身体障

特になし ④要件なし ⑥その他
生活保護世帯は､全額補助

和歌山県
補助金

北山村
改修 派遣を含む）

①中小事業者
害者のみ

特になし ④要件なし - ⑥その他
所得税非課税世帯は､3/4補助

和歌山県

串本町紀州材利
用定住促進住宅
等建築時補助事
業

串本町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
町内に新築または増
改築を行う者

増改築の場合は10m2以
上

④要件なし -
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定

県産材1m3につき8万円

和歌山県
串本町紀州材需
要拡大事業

串本町
⑤リフォーム促
進

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件
町内に新築または増
改築を行う者

増改築の場合は10m2以
上

④要件なし -
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定

県産材1m3につき8万円

和歌山県

串本町日常生活
用具給付事業
（住宅改修費給付
事業）

串本町
②バリアフリー
改修

①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ③その他の要件 身体障害者（児）世帯 特になし ③その他

介護保険事業による住
宅改修費が適用される
場合は、対象事業費に
ついては、介護保険摘
要額を引いた金額の減
額
例　６０万（限度額）ー２
０万（介護摘要）＝４０万
　　４０×３／４＝３０万
（補助限度額）になる

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

定率3/4



地方公共団体におけるリフォーム支援策に関する調査について
（平成２３年８月１日時点における支援制度）

（１）補助名称および実施地方公共団体 （２）リフォーム支援策の分類について （３）支援方法について （８）補助内容について

工事施工者 発注者 他の補助事業との関係 A)支援対象

分類
（以下の選択肢から
選択）
①中小事業者
②都道府県（市区町
村）内の事業者
③都道府県（市区町
村）内の事業者かつ
中小事業者
④その他の要件
⑤要件なし

備考

分類
（以下の選択肢か
ら選択）
①高齢者・身体障
害者のみ
②低所得者のみ
③その他の要件
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①ほかの補助
事業との併用は
不可
②ほかの補助
事業の利用を要
件としている
③その他
④要件なし

備考

分類
（以下の選択肢から
選択）
①特定の工事の工事
費用に応じて決定
②工事費用に応じて
決定
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助
④設置する設備の性
能に応じて補助額を
設定
⑤使用する材料量に
応じて補助額を決定
⑥その他

備考
都道府県名 補助名称 実施地方公共団体

分類
（以下の選択肢
から選択）
①耐震改修
②バリアフリー
改修
③エコリフォー
ム促進
④災害予防
⑤リフォーム促
進
⑥その他

補助率等備考

分類
（以下の選択肢
から選択）
①補助（診断士
派遣を含む）
②融資（無利
子）
③利子補給
④融資（有利
子）
⑤ポイント発行

備考 リフォーム実施住宅

和歌山県
串本町木造住宅
耐震診断事業

串本町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件

和歌山県木造住宅耐
震診断士認定要綱第
3条の規定により、認
定した和歌山県木造
住宅耐震診断士

④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

④要件なし -
③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

4.4万円

和歌山県

串本町木造住宅
耐震診断事業
（耐震補強設計審
査）

串本町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

④その他の要件 建築士会に委託 ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た木造住宅

③その他
耐震改修設計補助との
併用は不可

③（工事費用にかか
わらず）定額を補助

3万円

和歌山県
串本町木造住宅
耐改修事業

串本町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅、ほか

④要件なし -
①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震改修工事費の2/3
+耐震改修工事費の11.5％
+町独自の上乗せ補助あり

和歌山県

串本町木造住宅
耐震改修事業
（耐震補強設計助
成）

串本町 ①耐震改修
①補助（診断士
派遣を含む）

⑤要件なし ④要件なし
S56.5.31以前に建築され
た診断の結果評点1.0未満
の木造住宅

③その他
耐震設計審査補助との
併用は不可

①特定の工事の工事
費用に応じて決定

耐震補強設計にかかる費用の3分の
2以内の額かつ13,2万円を限度


